
社会保障審議会医療部会（７／２０）資料 

資 料 １ 



＜診療所の状況について＞ 



  

○病院 
   医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所で 
  あって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの。 病院は、傷病者が、  
  科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組 
  織され、かつ、運営されるものでなければならない。〈医療法第１条の５第１項〉 
 

○診療所 
   医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所で 
  あって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させ 
  るための施設を有するもの。 〈医療法第１条の５第２項〉 
 

 ※ 医療法第1条の６において、介護老人保健施設は介護保険法の規定による施設である旨を規定。 
 

○助産所 
   助産師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院又は診療所において行うもの 
  を除く。）を行う場所。妊婦、産婦又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならな 
  い。〈医療法第２条第１項及び第２項〉 
 

○薬局 
   薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所（その開設者が医薬品の販 
  売業を併せて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。）。〈薬事法第２条第11 
  項〉 

施設の定義 



 病床について、医療法第７条第２項第１号から第５号までにおいて、以下のように定義されてい
る。 
 

一 精神病床 
   病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。 

二 感染症病床 
   病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平 
  成10年法律第114号）第６条第２項に規定する一類感染症、同条第３項に規定する二類  
   感染症（結核を除く。）、同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条 
   第八項に規定する指定感染症（同法第７条の規定により同法第19条又は第20条の規 
   定を準用するものに限る。）の患者（同法第８条（同法第７条において準用する場合を含 
   む。）の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感 
   染症の患者とみなされる者を含む。）並びに同法第６条第９項に規定する新感染症の所 
   見がある者を入院させるためのものをいう。 
三 結核病床 
   病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。 
四 療養病床 
   病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であって、主として 
  長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。 
五 一般病床 
   病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。 

病床の区分 



医療提供体制の確保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号） 
における連携体制における病院と診療所の役割 

 
 医療連携体制の構築は、患者が可能な限り早期に居宅等での生活に復帰し、退院後
においても継続的に適切な医療を受けることを可能とし、居宅等医療の充実による生活
の質の向上を目指すことを踏まえ、以下の点に留意が必要。 
 
＜診療所＞ 
 ・ 有床診療所の特性など、各診療所の地域における役割を考慮 
 ・ かかりつけ医の機能の向上 
 ・ 診療所相互間・診療所と病院との業務連携によって、診療時間外においても患者・
家族からの連絡に対し、往診等必要な対応ができる体制の構築 

 
＜病院＞ 
 質の高い入院医療が24時間提供されるよう、医師、看護師、薬剤師をはじめとした医
療従事者の適切な人員配置を通じた勤務環境の改善 

※告示本文を要約 



医療計画（４疾病５事業）における診療所の役割例 

 

○がん・・・標準的ながん診療を行うとともに、緩和ケアを実施すること。また、がん患者の意向を踏まえ、在宅
等の生活の場での療養を選択できるようにすること。 

 

○脳卒中・・・日常生活への復帰及び日常生活の維持のためのリハビリテーションを実施するとともに、在宅
等の生活の場で療養できるよう支援すること。 

 

○急性心筋梗塞・・・身体機能を回復させる心臓リハビリテーションを実施するとともに、再発予防の治療や基
礎疾患・危険因子の管理を実施すること。また、在宅療養を継続できるよう支援すること。 

 

○糖尿病・・・合併症の発症を予防するための初期・安定期治療や、血糖コントロール不可例、急性合併症、
慢性合併症の治療を行うこと。 

 

○救急医療・・・傷病者の状態に応じた適切な救急医療を提供し、主に、軽度の救急患者への夜間及び休日
における外来診療を行うこと。また、救命救急医療機関等からの転院を受け入れること。 

 

○災害医療・・・救護所、避難所に医療従事者を派遣し、被災者に対し、感染症のまん延防止、衛生面のケア、
メンタルヘルスケアを適切に行うこと。 

 

○へき地医療・・・へき地における保健指導や診療を行うこと。 
 

○周産期医療・・・正常分娩に対応するとともに、周産期医療施設を退院した障害児等が生活の場で療養でき
るよう支援すること。 

 

○小児医療・・・一般小児医療や初期小児救急医療を実施するとともに、生活の場での療養が必要な小児に
対し支援を実施すること。 

「疾病又は事業ごとの医療体制について」（平成19年７月20日医政指発第0720001号厚生労働省医政局指導課長通知）より 



○ 病院数は､平成２年をピークに１割減少｡有床診療所は大幅に減少する一方､無床診療所が増加｡ 

○ 病床数は､平成４年をピークに減少｡ 

施設数及び病床数の推移 

施設数の推移 種類別病院病床数の推移 

1,601,476床 

906,401床 

336,273床（療養） 

348,121床（精神） 

99,635 

88,563 

68,097 

11,072 

8.739 

53,642 
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人口当たり診療所数（都道府県別） 

※平成２１年医療施設調査に基づき作成 

○ 人口１０万人当たり一般診療所数は７８．１施設（うち、有床診療所が８．７施設、無床診療所が６９．５施設）、歯科診療所 
  が５３．４施設となっている。 
○ 都道府県別にみると、人口１０万人当たり種類別で、以下のように分布。 
    ・有床診療所 ： 滋賀県の３．７施設（県内５２施設） ～ 長崎県の２６．１施設（県内３７３施設） 
    ・無床診療所 ： 沖縄県の４９．０施設（県内６７７施設） ～ 島根県の９５．１施設（県内６８３施設） 
    ・歯科診療所 ： 福井県の３４．９施設（県内２８２施設） ～ 東京都の８１．９施設（都内10,540施設） 

（施設/10万人） 
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人口１０万人対一般診療所数 （ヶ所／人口１０万人） 

○人口１０万人当たりの一般診療所数をみると、全国平均は７８．４、二次医療圏別では、２８１．０（区中央部医療 
  圏（東京都）） から、３２．９（根室医療圏（北海道））まで分布。 

人口１０万人当たり一般診療所数（二次医療圏別） 

260.0 

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 
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（ヶ所／人口10万） 

二次医療圏ごと人口１０万人当たり一般診療所数の分布（都道府県別） 

260.0 

○二次医療圏ごと人口１０万人当たり一般診療所数について、都道府県内で最大の二次医療圏と最小の二次医療 
 圏の差をみると、開きが大きいのは東京都の４．３倍、長崎県の２．９倍、開きが小さいのは富山県、鳥取県の１． 
 ２倍。 

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄 

※グラフ中の点は二次医療圏を示す 
※赤色の点は都道府県ごとの平均値 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 



人口１０万人当たり診療所数（二次医療圏） 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査 
                         平成２０年医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 
          平成２０年医師、歯科医師、薬剤師数（埼玉県）          
                   住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 

○  人口１０万人当たりの診療所数は、全国平均で７８施設。 
○ 診療所数が７０以上８０未満の二次医療圏が最も多く、８５圏。 

（圏） 

（施設） 

○ 人口１０万人当たりの従事医師数の平均は２１４名であり、 
  平均に満たない二次医療圏が全体の約８割を占める。 

（名） 

人口１０万人当たりの従事医師数（二次医療圏） 

（圏） 
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人口１０万人当たり一般診療所数 

全国平均 

人口当たり病院数と人口当たり一般診療所数 

（ヶ所／人口10万） 

（ヶ所／人口10万） 

○人口１０万人当たりの病院数をみると、全国平均は６．９、二次医療圏別では、２４．７（西部Ⅰ医療圏（徳島県）） 
   から２．３（志太榛原医療圏（静岡県））まで分布。 
○人口１０万人当たりの一般診療所数をみると、全国平均は７８．０、二次医療圏別では、２８１．０（区中央部医療 
  圏（東京都）） から、３２．９（根室医療圏（北海道））まで分布。 
○人口１０万人当たりの病院数、一般診療所数ともに全国平均以上であった二次医療圏は９２圏域、同様に病院 
  数は全国平均以上、一般診療所数は全国平均未満であった二次医療圏は１１０圏域、病院数は全国平均未満、 
  一般診療所数は全国平均以上であった二次医療圏は３２圏域、病院数、一般診療所数ともに全国平均未満で 
  あった二次医療圏は１１４圏域。 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 

280.0 



0.0  

20.0  

40.0  

60.0  

80.0  

100.0  

120.0  

人口１０万人対歯科診療所数 

○人口１０万人当たりの歯科診療所数をみると、全国平均は８．７、二次医療圏別では、２６０．６（区中央部医療 
  圏（東京都）） から、２９．３（嶺南医療圏（福井県））まで分布。 

人口１０万人当たり歯科診療所数（二次医療圏別） 

250.0 

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 

（ヶ所／人口１０万人） 
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（ヶ所／人口10万） 

二次医療圏ごと人口１０万人当たり歯科診療所数の分布（都道府県別） 

250.0 

○二次医療圏ごと人口１０万人当たり歯科診療所数について、都道府県内で最大の二次医療圏と最小の二次医療 
 圏の差をみると、開きが大きいのは東京都の５．５倍、熊本県の２．３倍、開きが小さいのは三重県１．１倍、愛媛 
 県の１．３倍。 

北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄 

※グラフ中の点は二次医療圏を示す 
※赤色の点は都道府県ごとの平均値 

出            典 ： 平成２１年医療施設動態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成22年3月31日現在）（総務省） 
二次医療圏 ： 平成２２年４月時点 ３４９圏 



1718 

1664 

54 

4997 

300 

5728 

4826 

901 

34858 

10197 

872 

790 

82 

11161 

327 

476 

434 

42 

48067 

56955 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

病院総数 

一般病院（再掲） 

精神科病院（再掲） 

一般診療所 

歯科診療所 

国・公的・社保 医療法人 その他の法人 個人 

（約9,000カ所） 

（約8,000カ所） 

（約1,000カ所） 

（約10万カ所） 

（約７万カ所） 

（約160万床） 

（約90万床） 

（約35万床） 

（約35万床） 

499423 

437036 

18969 

34237 

851188 

303220 

278733 

268323 

215084 

152724 

25461 

35838 

43708 

16457 

16195 

10923 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

病院病床総数 

一般病床（再掲） 

療養病床（再掲） 

精神病床（再掲） 

開設者別の病院・診療所・病院病床数 

平成２０年医療施設調査より作成 

○ 病院のうち、医療法人立が６５％、病床単位では、全体の５３％、一般病床の３３％、療養病床の８２％、精神病床の 
 ７６％になる。 
○ 一般診療所のうち医療法人立は３５％、個人立は４９％、歯科診療所のうち医療法人立は１５％、個人立は８４％。 

※グラフ中の値は病院数 ※グラフ中の値は病床数 
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（箇所） 

（科
目
） 

診療科ごとの一般診療所数（重複計上） 

  平成１１年（Ａ） 平成２０年（Ｂ） Ｂ／Ａ 

心臓血管外科 95 323 3.40  

心療内科 1573 3775 2.40  

アレルギー科 2672 6300 2.36  

呼吸器外科 66 145 2.20  

美容外科 460 983 2.14  

産婦人科 4096 3555 0.87  

小児科 26788 22503 0.84  

婦人科 2662 2129 0.80  

放射線科 6629 4970 0.75  

産科 849 400 0.47  

総数 91500 99083 1.08  

 平成２０年１０月１日において、一般診療所（総数９９，０８３施設）を診療科目別にみると、「内科」が６３，０８３施
設（総数の６３．７％）と最も多く、次いで、「小児科」２２，５０３施設（同２２．７％）となっている。 

※広告可能な診療科名の変更による増減も考えられる。 

平成１１年、平成２０年ともに標榜可能な 
診療科のうち増減幅が大きいもの 
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（箇所） 

（科
目
） 

診療科ごとの一般診療所数＜有床＞（重複計上） 

  平成１１年（Ａ） 平成２０年（Ｂ） Ｂ／Ａ 

心臓血管外科 47 78 1.66  

呼吸器外科 36 47 1.31  

美容外科 43 54 1.26  

アレルギー科 333 400 1.20  

心療内科 178 210 1.18  

耳鼻いんこう科 680 339 0.50 

皮膚科 2374 1168 0.49 

小児科 4676 2218 0.47  

婦人科 1356 606 0.45  

産科 759 290 0.38  

総数 18487 11500 0.62  

 平成２０年１０月１日において、有床の一般診療所（総数１１，５００施設）を診療科目別にみると、「内科」が６，０
３８施設（総数の５２．５％）と最も多く、次いで、「外科」２，９６３施設（同２５．８％）となっている。 

※広告可能な診療科名の変更による増減も考えられる。 

平成１１年、平成２０年ともに標榜可能な 
診療科のうち増減幅が大きいもの 
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（箇所） 

（
科
目
） 

診療科ごとの一般診療所数＜無床＞（重複計上） 

  平成１１年（Ａ） 平成２０年（Ｂ） Ｂ／Ａ 

心臓血管外科 48 245 5.10  

呼吸器外科 30 98 3.27  

心療内科 1395 3565 2.56  

アレルギー科 2339 5900 2.52  

美容外科 417 929 2.23  

小児科 22112 20285 0.92  

放射線科 4792 4047 0.84  

総数 73013 87583 1.20  

 平成２０年１０月１日において、無床の一般診療所（総数８７，５８３施設）を診療科目別にみると、「内科」が５７，
０４５施設（総数の６５．１％）と最も多く、次いで、「小児科」２０，２８５施設（同２３．２％）となっている。 

※広告可能な診療科名の変更による増減も考えられる。 

平成１１年、平成２０年ともに標榜可能な 
診療科のうち増減幅が大きいもの 
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（箇所） 

（
科
目
） 

診療科ごとの病院数（重複計上） 

  平成１１年（Ａ） 平成２１年（Ｂ） Ｂ／Ａ 

心療内科 308 598 1.94  

美容外科 60 114 1.90  

呼吸器外科 389 705 1.81  

神経内科 1427 2134 1.50  

アレルギー科 311 444 1.43  

放射線科 3649 3338 0.91 

産科 203 180 0.89 

外科 5598 4931 0.88  

小児科 3528 2853 0.81  

産婦人科 1681 1294 0.77  

総数 8222 7655 0.93  

平成１１年、平成２１年ともに標榜可能な 
診療科のうち増減幅が大きいもの 

 平成２１年１０月１日において、一般病院（総数７，６５５施設）を診療科目別にみると、「内科」が７，０３４施設
（総数の９１．９％）と最も多く、次いで、「整形外科」５，０４１施設（同６５．９％）、「リハビリテーション科」４，９９８
施設（同６５．３％）となっている。 

※広告可能な診療科名の変更による増減も考えられる。 
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診療科目数ごとの施設数（平成１１年） 診療科目数ごとの施設数（平成２０年） 

区分ごとの１施設当たり医師数（平成１１年） 区分ごとの１施設当たり医師数（平成２０年） 

一般診療所の診療科目数（平成１１年・平成２０年） 

○一般診療所の診療科目数をみると、平成１１年は平均２．６科目、平成２０年は平均２．５科目。 
○単科の一般診療所数をみると、平成１１年は約３００００施設、平成２０年は約３５０００施設と、単科の一般診療 
 所が増加している。 
○診療科目数で区分して１施設当たりの医師数をみると、診療科目数の多い診療所において１施設当たりの医師 
 数が増加している。 

各年の医療施設調査に基づき作成 

（ヶ所） （人） 

※広告可能な診療科名の変更に伴い、平成２０年調査より従来の３６科目から４３科目へと調査 
 対象の診療科目数を変更しており、その影響による増減も考えられる。 



機器数（台） 

病院・診療所別の医療機器設置台数（平成２０年） 

出典；平成20年医療施設調査 

（注） 平成20年医療施設調査における一般病院数は7,714施設、有床診療所数は11,500施設、無床診療 
   所は87,583施設となっている。 
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＜外来機能について＞ 
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各年の患者調査に基づき作成 

＜推計外来患者数（施設種類別）＞ ＜推計外来患者数（年齢階級別）＞ 

 平成２０年患者調査によると、調査日における推計外来患者数は、病院が１７０万人強、一般診療所が３８０
万人強、歯科診療所が１３０万人強となっている。  

（千人） 
（千人） 
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傷病別にみた外来患者数の推移 
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各年の患者調査より 
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Ⅴ 精神及び行動の障害 Ⅵ 神経系の疾患 
Ⅶ 眼及び付属器の疾患 Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患 
Ⅸ 循環器系の疾患 Ⅹ 呼吸器系の疾患 
ⅩⅠ 消化器系の疾患 ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患 
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患 ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患 
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく ⅩⅥ 周産期に発生した病態 
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常 ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響 ⅩⅩⅠ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 
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外来患者の傷病構成の推移 

各年の患者調査より 
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傷病別にみた外来患者のうち診療所が占める割合 

各年の患者調査より 
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循環器系の疾患 
症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 

再来患者の平均診療間隔の年次推移 
○ 再来患者の平均診療間隔は多くの疾患で長くなる傾向にある。 
     全体平均 （昭和５４年）５．８日 → （平成２０年）１０．０日 

注１） 平成８年から「第１０回修正国際疾病、傷害および死因統計 
   分類(ICD-10)」を、平成２０年から「第１０回修正国際疾病、傷害 
   および死因統計分類(ICD-10)(2003年版)準拠」を適用している。 
注２） 第１０回修正ICDは、分類体系の大幅な変更等があったため、 
   同一の名称であっても直接比較することはできない。 

出典：患者調査を基に作成 

病院 診療所 （日） （日） 



外来患者の受入状況 

○平成２０年９月の外来患者についてみると、病院は４２９３．３万人、一般診療所は９１００．８万人であり、病院に 
 対する一般診療所の比率は２．１。 
○同様に初診患者についてみると、病院は４２２．４万人、一般診療所は１２１８．１万人であり、病院に対する診療 
 所の比率は２．９。 
○同様に診療時間外に受診した患者についてみると、病院は１３４．７万人、一般診療所は１００．４万人であり、病 
 院に対する診療所の比率は０．８。 

平成２０年医療施設調査に基づき作成 
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外来患者延数（n=13394.1万人） 

初診患者数（再掲）（n=1640.5万人） 

診療時間外受診者延数（再々掲）（n=235.1万人） 
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診療所 病院 

時間外受診患者数における病院・一般診療所の割合（都道府県別） 

○病院と一般診療所の時間外受診患者数の合計を１００とし、そのうちの一般診療所が占める割合をみると、全国 
 平均では４２．７％、都道府県別にみると、１２．４％（沖縄県）から５３．７％（宮崎県）まで分布。 

平成２０年医療施設調査に基づき作成 



一般診療所の時間外受診の状況（都道府県別） 

○平成２０年９月中に時間外受診患者の診療実績があった一般診療所について、全一般診療所に占める割合をみると、全国平均 
 は３７．７％、都道府県別では５３．０％（鳥取県）から１８．７％（沖縄県）まで分布。 
○同様に、時間外受診患者の診療実績があった一般診療所について、１施設当たりの時間外受診患者数（月間）をみると、全国平 
 均は２６．９人、都道府県別では３７．３人（神奈川県）、１０．３人（山形県）まで分布。 

平成２０年の医療施設調査に基づき作成 
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実績のある施設の割合 実績ある施設１施設当たりの患者数（月間） 
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一般診療所の表示診療時間の状況① 

○一般診療所における通常の１週間の総診療時間をみると、３５時間未満が約４７０００施設で全体の約５５％。４５ 
 時間未満までを合わせると全体の９５％程度。 
○一般診療所における１８時以降を診療時間とする施設の割合をみると、平日では月曜の３０．６％から木曜の 
 １６．１％まで分布。休日の１８時以降に診療を行う診療所は５％未満。 

平成２０年医療施設調査を基に作成 

30.6  

27.9  

22.7  

16.1  

30.5  

4.2  

1.3  1.2  
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 休日 

〔通常の１週間の診療時間〕 〔１８時以降を表示している割合（曜日ごと）〕 

（％） 

※回答が不詳であった診療所（約１５０００施設）は除いた。 



一般診療所の表示診療時間の状況②（都道府県別） 
○一般診療所が通常の診療時間として表示している時間帯をみると、平日１８時以降については近畿地方において高い割合を示し 
 ている。平成１１年に比べ、平成２０年は全国的に平日１８時以降に診療を行う診療所の割合が高くなっている。 
○「日曜・休日」、「土曜・日曜・休日」については、全国的に大きな差異はないが、平成１１年に比べ、平成２０年は全国的に診療を 
 行う診療所の割合が低下している。 
○「土曜・日曜・休日」が７０～８０％程度であるのに対して、「日曜・休日」は数％～２０％程度となっており、土曜に比べて日曜、休 
 日に診療を行う診療所が尐なくなっている。 

各年の医療施設調査に基づき作成 

（％） 
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平日１８時以降を通常の診療時間としている診療所の割合（平成１１年） 平日１８時以降を通常の診療時間としている診療所の割合（平成２０年） 

日曜・休日のいずれかを通常の診療時間としている診療所の割合（平成１１年） 日曜・休日のいずれかを通常の診療時間としている診療所の割合（平成２０年） 

土曜・日曜・休日のいずれかを通常の診療時間としている診療所の割合（平成１１年） 土曜・日曜・休日のいずれかを通常の診療時間としている診療所の割合（平成２０年） 
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参加診療所数 参加割合 

一般診療所における在宅当番医制への参加状況 

○一般診療所における在宅当番医制への参加状況をみると、全国平均では１９．１％、都道府県別では６３．１％ 
  （宮崎県）から、１．０％（沖縄県）まで分布。 

※在宅当番医制とは、休日、夜間の救急患者の診療を確保するため、地区医師会が実施する在宅当番医制のことをいう。 

平成２０年医療施設調査に基づき作成 

（ヶ所） （％） 
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ほぼ毎日可能 週３～５日可能 週１～２日可能 ほとんど不可能 

一般診療所における夜間救急対応の状況① 

○一般診療所における夜間救急対応の可否についてみると、全国平均では８．１％が「ほぼ毎日対応可能」、２． 
  ６％が「週３～５日対応可能」、３．１％が「週１～２日対応可能」、８６．２％が「ほぼ対応不可能」であった。 
○週１日以上対応可能な一般診療所の割合は、全国平均では１３．８％、都道府県別では２９．９％（島根県）から 
 ５．６％（東京都）まで分布しており、地方で高く、都市部で低い傾向がある。 

※夜間に医師がいなくても、呼び出しなどで対応している場合は、その状況で回答。 

平成２０年医療施設調査に基づき作成 
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週１日以上夜間救急対応可能な一般診療所の割合 
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週１日以上夜間救急対応可能な一般診療所の割合 

一般診療所における夜間救急対応の状況② 

○都道府県別に、週１日以上夜間救急対応の可能な一般診療所の割合と人口千人当たりの在宅当番医制に参加 
 する一般診療所数の相関をみたところ、緩やかな相関があった。 
○同様に、週１日以上夜間救急対応の可能な一般診療所の割合と人口十万人当たりの入院を要する救急医療に 
 対応可能な病院数の相関をみたところ、緩やかな逆相関があった。 

（ヶ所） （ヶ所） 

（％） （％） 

※在宅当番医制とは、休日、夜間の救急患者の診療を確保するため、地区医師会が実施する在宅当番医制のことをいう。 

平成２０年医療施設調査に基づき作成 



出典：平成20年患者調査 

（単位：千人） 
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注） 調査日（1日）に在宅医療を受けた推計患者数。 

年齢別 施設の種類別 
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在宅医療に係る患者数 
○ 平成２０年患者調査によると、調査日における外来患者のうち、往診、訪問診療などの在宅 
  医療を受けている者は１０万人程度。 
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医療保険等による在宅医療を提供する一般診療所の割合 介護保険による在宅医療を提供する一般診療所の割合 

一般診療所における在宅医療の実施状況 

○医療保険等による在宅医療を提供する一般診療所の割合をみると、全国平均は３８．８％、都道府県別では５ 
 ３．８％（和歌山県）から、１９．９％（沖縄県）まで分布。 
○介護保険による在宅医療を提供する一般診療所の割合をみると、全国平均は９．８％、都道府県別では１６．  
 ０％（岐阜県）から、５．６％（山梨県）まで分布。 

（％） 

平成２０年医療施設調査より 



   出典）厚生労働省 「医療施設調査」 

注１） 往診とは、患家の求めに応じて患家に赴き行われた診療 
注２） 訪問診療とは、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた 
     めに通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して行われた診療 

往診・訪問診療の状況 
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在宅療養支援診療所 

平成18年度創設 

 患家に対する24時間の窓口として、必要に応じて他の病院、診療所等との連携を図りつつ、24時間往診、訪
問看護等を提供できる体制を構築。 

在宅療養支援診療所の届出状況： １２４８７件    （厚生労働省保険局医療課調べ：平成２２年７月１日時点） 

○ 保険医療機関たる診療所であること 
○ 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供
していること 

○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の
求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供して
いること 

○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家
の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問
看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること 

○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患
者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること 

○ 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員（ケアマネジャー）等と連携していること 
○ 当該診療所における在宅看取り数を報告すること  等 

在宅療養支援診療所の要件 
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届出数 

① 厚生局への実績報告数 
② 担当患者数１名以上機関数 
③ 在宅看取り数1名以上機関数 

出典）厚生労働省保険局医療課調べ（平成２２年７月１日時点） 
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在宅療養支援診療所の実績 

在宅療養支援診療所の届出数の推移 

○ 在宅療養支援診療所のうち、平成２２年に看取りを行っているのは約半数。 



在宅療養支援歯科診療所 

在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所について、「在
宅療養支援歯科診療所」として位置付けられた。（平成20年度診療報酬改定） 

［施設基準］ 
１ 歯科訪問診療料を算定している実績があること 
２ 高齢者の心身の特性、口腔機能管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること 
３ 歯科衛生士が配置されていること 
４ 必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に情報提供できる体制を整えていること 
５ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること 

在宅療養支援歯科診療所に係る施設基準の届出医療機関数の推移 
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病院・一般診療所における健診・保健指導の状況 

○病院、一般診療所における健診の実施状況をみると、病院の６６．０％、一般診療所の４３．７が実施している。 
○また、同様に保健指導の実施状況をみると、病院の３３．４％、一般診療所の２０．３％が実施している。 

※「健診」、「保健指導」とは、高齢者の医療に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１８条第１項の規定に 
  基づく「特定健康診査」「特定保健指導」に相当する生活習慣病に関する健診・保健指導のことをいう。 

（ヶ所） 

平成２０年医療施設調査より 
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病院・一般診療所における健診・保健指導の状況② 

○病院、一般診療所における健診の実施状況を都道府県別にみると、病院では８５．０％（滋賀県）から５４．３％ 
 （山形県）まで、一般診療所では５９．９％（滋賀県）から２９．１％（山形県）まで分布。 
○また、同様に保健指導の実施状況を都道府県別にみると、病院では、５０．０％（石川県）から２０．４％（岩手県） 
 まで、一般診療所では２９．９％（宮城県）から１１．５％（和歌山県）まで分布。 

〔健診〕 

〔保健指導〕 

※「健診」、「保健指導」とは、高齢者の医療に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１８条第１項の規定に 
  基づく「特定健康診査」「特定保健指導」に相当する生活習慣病に関する健診・保健指導のことをいう。 

平成２０年医療施設調査より 

（ヶ所） 

（ヶ所） 

（％） 

（％） 



医療費（入院・入院外）の動向 
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（単位：兆円） 

〈平成２１年度：３５．３兆円〉 
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〈平成１６年度：３１．４兆円〉 

（40.5％） 

（37.8％） 

（8.1％） 

「医療費の動向（年度版）」より作成 

○ 医療費の種類別でみると、医科全体が約８割で、医科の入院が約４割、医科の入院外が約４割弱。 
○ 平成１６年度から平成２１年度にかけての変動の中では、調剤費が額で約１．４倍、全体の中でのシェアも伸び 
  ている。 



医療費（入院外）の施設種類別の状況 
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（計18.7兆円） 

（計21.2兆円） 

○ 入院外の医科診療費について病院、診療所の種類別内訳でみると、平成１６年度、平成２１年度とも、概ね 
 病院：診療所＝４：６で推移している。 

医  科 歯  科 
保険薬局 

病 院 診療所 病 院 診療所 

平成１６年度 ５１，７４０ ８，７１９ ４，６９３ ３，７２２ ９，４３２ 

平成２１年度 ５６，８４８ ９，１６７ ４，６１８ ３，６３４ １１，７７８ 

【１施設当たり入院外医療費（単位：万円）】 

「医療費の動向（年度版）」より作成 
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病院・診療所別にみた医療費（入院外）の状況 
○レセプト１件当たり点数をみると、病院は１８８０．９点、一般病院（再掲）は、１９６８．４点、診療所は１０５０．１点、病院を１とした 
 場合、一般病院は１．０５、診療所は０．５６。 
○１日当たり点数をみると、病院は１１７４．８点、一般病院（再掲）は１２７５．７点、診療所は５９８．４点、病院を１とした場合、一般 
 病院は１．０９、診療所は０．５１。 
○１件当たり日数をみると、病院は１．６０日、一般病院（再掲）は１．５４日、診療所は１．７５日、病院を１とした場合、一般病院は０． 
 ９６、診療所は１．１０。 
○また、それぞれの総点数について診療行為別の構成をみると、診療所は病院と比べ「初・再診」「医学管理等」「投薬」の割合が高 
 い。 

※病院を１とした場合 

〔入院外医療費の診療行為別の構成割合〕 〔入院外医療費の病院・一般病院・診療所の比較〕 

※平成２２年社会医療診療行為別調査より 
※平成２２年６月審査分のレセプトが対象 



１日当たり点数階級別にみた医療費（入院外）の状況 
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平成２２年社会医療診療行為別調査より ※平成２２年６月審査分のレセプトが対象 

○ 平成２２年６月審査分の入院外医療のレセプトについて、１日当たり点数階級別に件数をみたところ、診療所に 
 ついては４５０～５００点までで全体の５０％、８００～８５０点までで全体の８０％、病院については６００～６５０点 
 までで全体の５０％、１５５０～１６００点までで全体の８０％。 



＜有床診療所について＞ 
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０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上 

病院・診療所の患者の年齢階級（構成割合と推計患者数） 

平成２０年患者調査より 

（単位：千人） 

○病院の推計入院患者数は１３３２．６千人、推計外来患者数は１７２７．５千人。 
○病院の入院患者を年齢階級別にみると、０～６４歳が約３３．２％、６５～７４歳が約２０．４％、７５歳以上が４６．３％、同様に外来 
  患者についてみると、 ０～６４歳が約５０．７％、６５～７４歳が約２３．６％、７５歳以上が２５．５％。 
○一般診療所の推計入院患者数は、５９．８千人、推計外来患者数は３８２８．０千人。 
○一般診療所の入院患者を年齢階級別にみると、 ０～６４歳が２８．１％、６５～７４歳が約１２．７％、７５歳以上が５９．０％、同様 
  に外来患者についてみると、 ０～６４歳が５２．９％、６５～７４歳が約２１．３％、７５歳以上が２５．４％。 
○歯科診療所の推計が依頼患者数は、１３０９．４千人。年齢階級別にみると、０～６４歳が６６．０％、６５～７４歳が約２０．０％、７ 
  ５歳以上が１３．８％ 

〔割合〕 

〔推計患者数〕 

※歯科診療所については、調査対象は外来患者のみ 
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傷病別にみた入院患者のうち診療所が占める割合 

各年の患者調査より 
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全入院患者に占める診療所の入院患者の割合（総数） 全入院患者に占める診療所の入院患者の割合（一般病床） 

病院・診療所の入院患者数の比率 
○入院患者に占める診療所の入院患者の割合をみると、全国平均は４．３％、都道府県別では、１１．１％（大分 
 県）から１．３％（京都府）まで分布。 
○同様に、一般病床について入院患者に占める診療所の入院患者の割合をみると、全国平均は５．７％、都道府 
 県別では１．１％（京都府）から１７．０％（宮崎県）まで分布。 
○入院患者に占める診療所の入院患者の割合は、全病床、一般病床のいずれについても都市部で低く、地方で高 
 い傾向にある。 

（％） 

平成２０年患者調査に基づき作成 



施設の種類別にみた退院患者の平均在院日数の年次推移  

各年の患者調査より 

○施設の種別別に退院患者の平均在院日数をみると、病院（一般病床）、一般診療所のいずれについても、おおむ 
 ね短縮する傾向にある。 
○平成２０年についてみると、病院（一般病床）は２１．１日、診療所は１８．５日。 
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○ 診療所についてみると、療養病床にあっては入院から６月以上が経過している患者が６割強となっている 
 が、一般病床においては約１６％。 
○ 病院についてみると、療養病床、精神病床にあっては入院から６月以上が経過している患者がそれぞれ３ 
 分の２、４分の３程度となっているが、一般病床においては９％強。 

※ グラフ中の数値は、人数（単位：千人） 

平成２０年「患者調査」を基に作成 
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一般診療所の動態について 

○平成１９年から平成２１年まで（※）の一般診療所の新規開設の状況をみると、療養病床を有する一般診療所に比べてそれ以外
の一般診療所（無床又は一般病床のみの診療所）の開設数が多い。新たに開設された一般診療所の病床数についても同様。 

○平成１９年から平成２１年まで（※）の一般診療所における病床変更の状況をみると、増床数、減尐数のいずれも療養病床に比べ
て一般病床の方が多い。 

開設 病床数の変更 

各年の医療施設動態調査より 

※「平成１９年」は平成１８年１０月１日から平成１９年９月３０日まで、「平成２０年」は平成１９年１０月１日から平成２０年９月３０ 
 日まで、「平成２１年」は平成２０年１０月１日から平成２１年９月３０日までを指す。 
※療養病床を有しない一般診療所には、病床を有しない一般診療所、一般病床のみを有する一般診療所が含まれる。 
※療養病床を有する一般診療所の病床数には一般病床も含まれる可能性がある。 
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第５次医療法改正における有床診療所に関する改正 

改正内容 

・ ４８時間の入院期間制限規定の廃止 

 

・ 医療従事者の配置等一定の情報について、 
 - 医療情報の都道府県への届出制度の届出対象 
  → 情報開示を通じた医療の質の確保 

・ 医療計画の基準病床数制度の対象とする 

   （開設・増床の際都道府県知事の許可を受ける必要がある） 
    ただし、 
 ○  平成１９年１月１日前からある一般病床については、

改めて許可を受けることは求めず、既存病床数には含め

ない。  

○  平成１９年１月１日以降に開設・増床の許可を受ける
診療所のうち、医療計画に位置付けられた在宅医療や産
科などの診療所の一般病床については届出で設置可と
し、既存病床数に含める。 

○ 有床診療所のこれまで果たしてきた役割や今日提供している医療の状況等を踏まえ４８時間の入院期間 

  制限規定を廃止する。 

○ 上記規定の廃止に伴い、患者の緊急時に対応する体制確保の義務づけや医療従事者の配置等の情報 

  開示を行わせる。 

○ 原則として、医療計画の基準病床数制度の対象とするが、在宅医療や産科など地域において特に必要と 
  され、医療計画に位置付けられた診療所の一般病床は、病床過剰地域においても設置できるよう措置する。 

 

 

  

（問題点） 

・ 有床診療所には、へき地等における入院施設や高度な
手術を行う施設など、様々な機能を果たすものが存在する
ため、４８時間規制を一律に課すことが適当ではない 

 

・ 一般病床における実際の平均在院日数が１６．６日（平
成１４年「患者調査」）となっており、規制と実態が合ってい
ない 

・ ４８時間の入院期間制限 

・ 人員配置標準の規定なし 

・ 医療計画の基準病床数制度の対象外 

有床診療所（一般病床）の現状 

※ 有床診療所の療養病床は、長期入院を対象とする病床である 

   ため制度が異なる（入院期間制限なし、人員配置標準の規定で 

   あり、医療計画の基準病床数制度の対象） 

・ 他の医療機関の医師との連携等、患者の緊急時に対応する
体制確保を管理者に義務づけ 
  → 一層の医療安全の確保 



＜従事者について＞ 



  病    院 一般診療所 歯科診療所 

 総 数 1,771,435.8 669,202.1 300,950.2 

 医師 187,947.6  117,567.5  124.6  

 歯科医師 9,981.3  1,881.3  92,854.0  

 薬剤師 41,760.0  6,550.6  866.2  

 看護職員 829,867.6  185,052.2  635.9  

 理学療法士（ＰＴ）・  
 作業療法士（ＯＴ） 

63,132.0  8,487.6  0.0  

（出典）平成20年医療施設調査、病院報告 
（参考） 
 保健師 3,983.6  5,184.9  0.0  
 助産師 18,130.7  5,206.9  0.0  
 看護師 636,970.8  84,963.0  378.0  
 准看護師 170,782.5  89,697.4  257.9  
 看護職員計 829,867.6  185,052.2  635.9  
        
 理学療法士（ＰＴ） 38,675.3  6,683.0  0.0  
 作業療法士（ＯＴ） 24,456.7  1,804.6  0.0  
 ＰＴ・ＯＴ計 63,132.0  8,487.6  0.0  

職種別にみた医療機関の従事者数（常勤換算） 
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①病院 ②診療所 ③その他 病院従事者数を１としたときの診療所従事者数（②/①） 

※医療施設調査、医師・歯科医師・薬剤師調査（各平成20年）に基づき作成 

人口１０万人当たりの病院・診療所別医師数（都道府県別） 

 医師・歯科医師・薬剤師調査（平成２０年）で人口１０万人当たりの医師数をみると、 
 ・ 全国平均で２２４．５人、都道府県別では、１４６．１人（埼玉県）から２９９．４人（徳島県）まで分布。 
 ・ 従事場所別にみると、病院が１３６．５人、診療所が７６．５人。 
 ・ 病院従事者数を１としたときの診療所従事者数は、全国平均で、０．５６、都道府県別では、０．７０（群馬県）から０．３６（沖縄 
  県）まで分布。 

（人/人口10万） 



施設の種別･年齢階級別にみた医師数 
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○ 施設の種別にみた医師数 
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○ 年齢階級別にみた病院に従事する医師数及び平均年 

  齢の年次推移 

○ 年齢階級別にみた診療所に従事する医師数及び平均 

  年齢の年次推移 

出典：平成２０年医師・歯科医師・薬剤師調査 

年齢別にみた医師の従事先の推移 

４０歳 ５０歳 ６０歳 

病院 ７３．４％ ５１．２％ ３９．２％ 

診療所 ２２．８％ ４３．５％ ５５．５％ 



 
適正な医療を実施するためには、一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法で
は、病院及び療養病床を有する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 

医療法における人員配置標準の考え方 

注）「標準」であっても、標準数を満たさない（標欠）医療機関は医療法に反することになる。 
  なお、現在の医師の配置標準に対する適合率は９０．０％（平成21年度）。 
   （参考）平成21年度のブロック別の適合率 
      北海道・東北：７７．８％  関東：９４．４％  北陸・甲信越：８６．６％ 
      東海：９２．６％  近畿：９５．５％  中国：８９．８％ 
      四国：８７．９％  九州：９１．３％ 

＜病院＞ 

○ 病院は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師等を有しなければならない。（医
療法第２１条第１項） 

○ 上記規定に基づき、医師、歯科医師、看護師等の員数の標準が定められている。 
 （医療法施行規則第１９条） 

医療法における人員配置標準について 

＜療養病床を有する診療所＞ 

○ 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師等を有
しなければならない。（医療法第２１条第２項） 

○ 上記規定に基づき、医師、歯科医師、看護師等の員数の標準が定められている。 
 （医療法施行規則第２１条の２） 





一般病床及び療養病床に係る医療従事者の配置標準に関する改正経緯について 

ただし、病院全体で最低３人以上の医師が必要 

＜医師＞ ＜看護師＞ 昭和２３年医療法制定時 

平成４年第二次 

医療法改正 

平成１２年第四次 

医療法改正 

平成１８年第五次 

医療法改正 

入院患者 外来患者 

１６:１ 
４０:１ 

※耳鼻咽喉科、眼科 
は、８０：１ 

入院患者 外来患者 

４：１ ３０：１ 

療養型病床群 
以外の入院患者 

療養型病床群 
の入院患者 

外来患者 

１６：１ ４８：１ 
４０:１ 

※耳鼻咽喉科、眼科 
は、８０：１ 

療養型病床群以外の
入院患者 

療養型病床群 
の入院患者 

外来患者 

４：１ ６：１ ３０：１ 

ただし、病院全体で最低３人以上の医師が必要 

一般病床の 
入院患者 

療養病床及びの 
入院患者 

外来患者 

１６：１ ４８：１ 
４０:１ 

※耳鼻咽喉科、眼科 
は、８０：１ 

一般病床の 
入院患者 

療養病床の 
入院患者 

外来患者 

３：１ ６：１ ３０：１ 

ただし、病院全体で最低３人以上の医師が必要 

一般病床の 
入院患者 

療養病床の 
入院患者 

外来患者 

３：１ 
４：１ 

※平成２４年３月３１日 
までは６：１ 

３０：１ 
＜同上＞ 



＜歯科医師＞ 

昭和２３年医療法制定時 

 

昭和31年改正 平成10年改正 

平成１2年第四次 
医療法改正 

＜栄養士＞ ＜診療放射線技師、事務員その他従業者＞ 

調剤 

80 ：１ 

入院患者 

１以上 
（病床数100以上の病院のみ） 

病院の実情に応じた適当数 

入院患者 外来患者 

16 ：１ 40 ：１ 

入院患者 外来患者 

16 ：１ 
病院の実情に応じて 
必要と認められる数 

病院の実情に応じた適当数 
（療養型病床群を有する病院のみ） 

平成12年第四次 
医療法改正 

療養病床の入院患者 

６ ：１ 

＜薬剤師＞ 

昭和２３年医療法制定時 

昭和２３年医療法制定時 

平成４年第二次医療法改正時 

＜看護補助者＞ 

療養型病床群に係る病室の入院患者 

６ ：１ 

平成10年第三次医療法改正時 

＜理学療法士及び作業療法士＞ 

病院の実情に応じた適当数 
（療養病床を有する病院のみ） 

精神病床及び
療養病床の入
院患者 

150 ：１ 

左記以外の 
入院患者 

70 ：１ 

昭和２３年医療法制定時 

平成12年第四次 
医療法改正 

外来患者に係る
取扱処方せん 

75 ：１ 

療養型病床群
や精神病院等
の入院患者 

150 ：１ 

左記以外の 
入院患者 

70 ：１ 

外来患者に係る
取扱処方せん 

75 ：１ 

平成18年第五次 
医療法改正 

療養病床の入院患者 

４ ：１ 
  （※平成２４年３月３１日までは６：１） 



2009年11月27日 中医協 診療報酬基本問題小委員会 

     「勤務医の負担の現状と負担軽減のための取組みに係る調査」の概要 

１．目的 
 ・病院勤務医の負担となっている業務や改善すべき項目等の把握 
 ・医療機関における勤務医負担軽減策の取組み状況や効果等についての実態把握 

２．調査対象 
・本調査は「施設票」、「医師票」の２種類から構成されている。 
・調査対象は以下のとおり。 
【施設票】 

・施設調査は入院時医学管理加算の届出を行っている全医療機関、及び全国の救急受入れの多い医療機
関のうち都道府県別に無作為に抽出された１,１００施設を対象とする。 
○入院時医学管理換算 届出施設数 １７５施設 
○全国の救急受入れの多い医療機関 ９２５施設 

【医師票】 

・「施設票」の対象医療機関の９診療科に所属する管理者１名、経験年数別に３名、合計４名（１施設当たり
３６名、合計３９,６００名）を対象。 

３．回収状況 

調査種別 発 送 数 有効回収数 回 収 率 
施設票 1,100件 317件 28.8％ 
医師票 1300件 

※平成21年9月に調査。 

（以下６頁は本調査の結果による） 



39.1 7.9 50.2 2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

勤務医負担の状況の定期的な評価、見直しの予定
(n=317) 

ある                ない                分からない                    無回答              

医療機関の勤務医の勤務状況管理の体制 

施設調査 

81.40 

73.20 

51.70 

30.00 

30.00 

17.40 

9.50 

2.80 

1.90 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

医師の確保          

医師の本来業務以外の業務負担の軽減      

当直明けの勤務への配慮                  

業務量の軽減        

当直回数の軽減      

勤務時間の短縮      

連続当直回数の軽減   

その他              

          無回答              

勤務医負担軽減のために今後必要な対策(n=317) 
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36.3 

5.7 

4.1 

1.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

定期的に開かれる部会、医局会等で対応

している                 

特になし            

その他              

特別に委員会等を設置している            

          無回答              

勤務医負担軽減の対策策定のための院内体制(n=317) 



診療科ごとの勤務時間 

医師票 

58.6 

57.8 

57.1 

56.8 

56.6 

56.4 

55.9 

55.2 

54.5 

53.6 

51.4 

50.4 

46  48  50  52  54  56  58  60  

外科 n=160 

脳神経外科 n=99 

産科・婦人科 n=94 

救急科 n=43 

整形外科 n=123 

内科 n=310 

小児科 n=100 

その他 n=226 

精神科 n=49 

麻酔科 n=43 

皮膚科 n=32 

眼科 n=31 

（時間） 

58.0

59.0

55.6

58.4

60.1

62.3

56.1

60.2

62.6

54.9

41.0

61.3

60.4

51.1

63.7

65.0

63.9

59.6

63.9

74.4

57.6

54.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

内科

精神科

小児科

外科

脳神経外科

整形外科

産科・産婦人科

救急科

その他

無回答

医師責任者
(n=2389）

医師
(n=4227）

時間

（参考）平成２０年度検証部会調査 
直近１週間の実勤務時間 



44.5% 

57.1% 

38.0% 

46.9% 

34.3% 

37.4% 

47.9% 

31.3% 

51.6% 

44.2% 

41.9% 

39.8% 

50.6% 

36.7% 

58.0% 

48.1% 

59.6% 

56.1% 

48.9% 

56.3% 

48.4% 

41.9% 

51.2% 

56.2% 

3.5% 

4.1% 

2.0% 

4.4% 

6.1% 

4.1% 

3.2% 

12.5% 

0.0% 

14.0% 

7.0% 

4.0% 

1.3% 

2.0% 

2.0% 

0.6% 

0.0% 

2.4% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

内科(n=310) 

精神科(n=49) 

小児科(n=100) 

外科(n=160) 

脳神経外科(n=99) 

整形外科(n=123) 

産科・婦人科(n=94) 

皮膚科(n=32) 

眼科(n=31) 

麻酔科(n=43) 

救急科(n=43) 

その他(n=226) 

1年前と比較した時間あたりの業務量の変化 

増えた 変わらない 減った 無回答 

1年前と比較した医師個人の勤務状況の変化② 

医師票 

35.8% 

46.9% 

27.0% 

39.4% 

24.2% 

29.3% 

34.0% 

25.0% 

38.7% 

44.2% 

46.5% 

27.4% 

57.1% 

46.9% 

65.0% 

56.3% 

66.7% 

62.6% 

58.5% 

62.5% 

54.8% 

39.5% 

44.2% 

60.6% 

6.5% 

4.1% 

6.0% 

4.4% 

9.1% 

5.7% 

7.4% 

12.5% 

6.5% 

16.3% 

9.3% 

11.9% 

0.6% 

2.0% 

2.0% 

0.0% 

0.0% 

2.4% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

内科(n=310) 

精神科(n=49) 

小児科(n=100) 

外科(n=160) 

脳神経外科(n=99) 

整形外科(n=123) 

産科・婦人科(n=94) 

皮膚科(n=32) 

眼科(n=31) 

麻酔科(n=43) 

救急科(n=43) 

その他(n=226) 

1年前と比較した勤務時間の変化 

長くなった 短くなった 変わらない 無回答 



業務ごとの負担感 

医師票 

14.8 

22.4 

6.2 

7.0 

6.9 

23.4 

21.4 

20.2 

34.5 

31.2 

26.4 

20.6 

21.6 

24.2 

33.1 

24.5 

31.2 

21.8 

43.3 

29.5 

40.6 

20.9 

25.2 

24.3 

8.8 

10.4 

11.3 

8.8 

15.8 

8.1 

9.0 

13.4 

7.9 

9.5 

7.9 

15.1 

10.6 

16.3 

7.2 

13.7 

2.9 

4.7 

4.9 

19.0 

4.5 

7.1 

4.1 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

外来診療（診療時間内） 

外来診療・救急外来（診療時間外） 

入院診療 

手術 

院内での教育・研修 

当直 

院内の診療外業務 

夜間の呼び出し対応 

業務ごとの負担感(n=1,300) 

非常に負担が大きい   負担が大きい        どちらともいえない   負担は小さい        負担は感じない      無回答              



勤務医負担軽減のために取り組みを進めた項目 

64.7 

57.9 

48.8 

46.1 

21.2 

18.9 

16.0 

9.8 

8.1 

7.9 

0.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

地域の医師との連携推進                  

医師事務作業補助者配置                  

連続当直を行わない勤務シフト体制        

医師業務の看護師等コメディカルへの移転   

非常勤医師の増員     

常勤医師の増員      

当直翌日の仮眠を取れる体制              

短時間勤務の導入     

外来機能の縮小      

外来診療時間の短縮   

その他              

(n=482) 

診療科責任者票 



第17回医療部会におけるご指摘事項について 

○昭和31年に歯科医師の配置標準が外来患者40人に１人というものが病院の実情に応じて必要と認

められる数に変わった経緯 

○歯科を標榜する病院においては、歯科の一人診療科は認められないのか。 

１ 歯科医師の配置標準については、医療法制定当時は医師と同様の配置標準が定められていたところであるが、「医療法
施行規則の一部を改正する省令」（昭和31年２月23日厚生省令第１号）において、外来に係る歯科医師の配置標準について
は、「外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数」に改正が行われたところ。 

 
２ 詳細な改正経緯については、改正から50年以上が経過して資料等が現存しておらず不明。 
 

１ 歯科医師の配置標準については、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第19条第１項第２号において入院患者に

基づく歯科医師数に加え、「さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数」が求められてい
るところ。 

 

２ これについては、歯科の入院患者がいる場合は、最低１人の歯科医師が必要であることを示しており、その歯科医師が入
院患者専門に診察することまでを要求する趣旨ではなく、入院患者の状況に応じ、外来患者を診察することは可能である。 

○歯科の患者が１人でもいれば歯科医師は必要なのか。 

 医療法施行規則第19条第１項第２号ロにおいては、「歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16ま
では１」としており、最低１人の歯科医師の配置を求めている。 



【参照条文】 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）（抄） 
 
第十九条  法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師、歯科医師、看護師その他の従業者
の員数の標準は、次のとおりとする。  

 二  歯科医師 
  イ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三 
   とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて 
      必要と認められる数を加えた数 

  ロ イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは 
      一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔 
      外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数 

 
 
（ 「医療法施行規則の一部を改正する省令」（昭和31年２月23日厚生省令第１号）による改正前の規定） 
 
第十九条 病院に置くべき医師、歯師医師その他の從業者の員数の標準は、左の通りとする。 
２  医師法施行規則（昭和二十三年厚生省令第四十七号）第十一條第一項又は歯科医師法施行規則（昭和二

十三年厚生省令第四十八号）第十一條に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は
診療及び口くう衞生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。 

   一   医師（歯科については歯科医師）入院患者の数と外來患者の数を二・五（耳鼻いんこう科又は眼科につい 
     ては五）をもつて除した数との和が五十二まで三人とし、それ以上はこの端数が十六又はその端数を増すご 
      とに一人を加えるものとする。 

   二  藥剤師、調剤数八十又はその端数を増すごとに一人 
   三  看護婦、入院患者四人又はその端数ごとに一人及び、診療科別に外來患者三十人又はその端数ごとに 

     一人。但し、産婦人科若しくは産科においては、その三分の一以上は助産婦でなければならない。 
   四 患者收容定員百人以上の病院については栄養士一人 
   五 レントゲン技術者、事務員、雑仕婦その他の從業者については、病院の実情に應じ適当数 
３・４ （略） 



○ 外来診療の在り方について、高齢化、疾病構造の変化等を踏まえ、目指すべき方向としてどのようなものがあ 
 るか。また、病院、診療所において、それぞれどのような外来機能を目指すべきか。 
 
 
○ 地域に密着し、小規模の入院施設である有床診療所について、高齢化・小規模世帯化が進み、在宅医療、看 
 取りまでの医療支援や介護との連携の重要度が増す中で、従来の役割からさらに進んで、その特性を活かしてど 
 のような位置付け、機能強化が考えられるか。 
 
 
○ 医療アクセス保障の観点、都市部での診療所の過当競争がみられることもあるとの指摘等にかんがみ、医師 
 の地域偏在の一つとして、診療所数の地域差をどう捉えるか。 
 
 
○ 時間外診療への対応、地域の救急体制への参画など診療所の間での活動状況の違いについて、地域の医療 
 提供体制との関わりという観点から、位置づけや機能等の面でどう考えるか。 
 
 
○ 今後の外来機能のあるべき姿という観点から、外来機能における病院、診療所の役割分担の在り方、医療の 
 高度化等を踏まえて、現行の病院、診療所に係る人員配置、施設設備等についてどう考えるか。 

診療所・外来機能に関する論点 


